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資料 運 11-１ 


BIM ライブラリーコンソーシアム 


第１１回 運用部会 議事次第（案） 


 


 


日時：平成 30年 3月 19日（月）10:00～12:00 


場所：四谷・㈱コンピュータシステム研究所・会議室 


 


１．開会 


 


２．議事 


（１） 第 10 回（11/13）議事録（案）確認 


 


（２） ＢＬＣ入会企業の紹介 


・日東工業株式会社（11/23）設備部会 


・日立アプライアンス株式会社（12/19）設備部会 


 


（３） 基本規約事項への整理と関係者間のイメージについて 


 


（４） BIMオブジェクト基本規約事項（案）について 


     ・基本規約事項（案）について 


     ・基本規約事項（案）以外の契約について 


 


３．その他 


 ・次回（来年度）以降の部会の開催スケジュールについて 


 ・平成３０年度第１回定時総会（H30/05/21）について 


 
会議資料一覧 


 資料 運１１－１  第 11回運用部会議事次第 


 資料 運１１－２  第 10回運用部会議事録（案） 


 資料 運１１－３  基本規約事項への整理と関係者間の契約イメージ 


 資料 運１１－４  基本規約事項（案）と 4つの契約書（案）について 


 資料 運１１－５  基本規約事項（案）03192018 


 資料 運１１－６  BIMオブジェクト利用規約（案）その２ 03192018 


 資料 運１１－７  BIMオブジェクト作成・利用契約（案）その２ 03192018 


 資料 運１１－８  BIMオブジェクト提供契約（案）その２ 03192018 


 資料 運１１－９  BIMライブラリー構築・運用契約（案）その２ 03192018 


 資料 運１１－１０   


   


（参考資料）BIMライブラリーコンソーシアム平成 30年度 第１回定時総会開催のお知らせ 


 


 


次回  日時 ： 平成 30年＊月＊＊日（＊）時間 ＊＊～＊＊ 


場所 ：  四谷・㈱コンピュータシステム研究所会議室   
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資料 運 11-2 
 


第１０回 BIM ライブラリーコンソーシアム・運用部会議事録（案）  


 


日時  ： 平成２９年１１月１３日（月） １５：００～１６：３０  


場所  ： 四谷・CST：㈱コンピュータシステム研究所 GSA事業部 会議室 


出席者 ： １１名 


 


 


第１０回運用部会参加者リスト     


首都大学東京 山本 康友 ○ (一社)buildingSMART Japan 榊原 克巳 ○ 


(一社)buildingSMART Japan 山下 純一   (株)CADネットワークサービス 南谷 親良  


(一財)建築保全センター 寺本 英治  (株)CADネットワークサービス 増田 甲介   


大森法律事務所 大森 文彦 ○ (有組)C-PES研究会 安孫子義彦  


(株)大塚商会 水野 一哉  (株)ＣＰＣ 宮田 信彦   


河村電器産業(株) 榎 寿哲  (株)安井ファシリティーズ 飯島 憲一  


グラフィソフトジャパン(株) ﾄﾛﾑ ﾍﾟｰﾃﾙ  (株)安井ファシリティーズ 繁戸 和幸  


グラフィソフトジャパン(株) 平野 雅之  凸版印刷㈱ 馬地 宏一  


(一財)建設業振興基金 帆足 弘治  大日本印刷㈱ 田崎 誠  


(株)構造計画研究所 緒方 翼   大日本印刷㈱ 吉田 集  


(株)構造計画研究所 鎌田 丈史   応用技術㈱ 近藤 伸一 ○ 


鹿島建設(株) 安井 好広      


(地法)日本下水道事業団 金澤純太郎   （一財）日本建設情報総合センター 高津 知司  


(地法)日本下水道事業団 新井 知明  (公社)日本建築家協会 藤沼 傑  


日本メックス(株) 野口 順二 ○ (公社)日本建築士連合会 木村 行道  


（株）中電工 宮川 久  (公社)ロングライフビル推進協会 鈴木 昌治  


（株）中電工 田中 佑樹 ○ (公社)ロングライフビル推進協会 高倉 智志 ○ 


日比谷総合設備（株） 下田中龍宏  （国研開）建築研究所 高橋 暁  


(株)キャディアン 笠原 靖子  （国研開）建築研究所 武藤 正樹  


(株)キャディアン 山﨑 裕子     


(株)キャディアン 中野 健成     


(株)キャディアン 植松 良太     


野原ホールディング㈱ 能勢平太郎 ○    


   (一財)建築保全ンター 池田 雅和 ○ 


   (一財)建築保全センター 水澤 久夫 ○ 


    (一財)建築保全センター 山中 隆 ○ 
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配布資料一覧 


 資料 運１０－１  第 10回運用部会議事次第 


 資料 運１０－２  第 9回運用部会議事録（案） 


 資料 運１０－３  運用部会委員名簿 


 資料 運１０－４  合同部会概要 


 資料 運１０－５  BIMオブジェクト利用規約（案）10232017 


 資料 運１０－６  BIMオブジェクト提供契約 A（案）10302017 


 資料 運１０－７  BIMオブジェクト作成・利用契約 B（案）10302017 


 資料 運１０－８  BIMライブラリー構築・運用契約（素案）10302017 


 資料 運１０－９  基本規約への統合と関係者間の契約イメージ 


 資料 運１０－１０ ４契約書の関連と比較について・全体 


 資料 運１０－１１ ４契約書の関連と比較について・詳細 


（参考資料）平成 29年度 BLC各部会等の開催スケジュール（案） 


 


 議事（１） 前回議事録確認 （BLC 事務局/水澤） 


       ・9/11第 9回議事録の読み合わせ確認を行った。 


        １文字修正： P4三社間 →→ 三者間 


議事（２） BLC 入会企業の紹介 


  ・無し 


 


議事（３） ＢＬＣ合同部会（9/22,23）概要報告 


資料 運１０－４ 合同部会概要を利用して説明 


  ■各部会での慎重状況報告 


 ＊あり方部会 


  2018年度早期にはサイト事業者の募集を行う事の検討している。 


  そのためにマーケットリサーチ、ヒアリングなどを行う予定。 


そして発注用件定義、発注仕様書作成も今年度目標とする。 


 ＊建築部会 


  オブジェクトとしてはドアー、窓の属性項目を検討中。 


次には層オブジェクト（壁、床、天井）を対象にする。 


部内でジェネリックオブジェクトとメーカーオブジェクトで必須項目/推奨項目/その他項目


で当てはめが定まらない品目をあり、再検討が必要ありと認識がされた。 


オブジェクトの属性として NBSを中心での採用か、BLC独自での考えかあるいは Stem等 


その 他のか、ＢＬＣ全体として検討の要望があった。 


＊設備部会 
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 StemWGの活動概要説明 


 属性項目が多く、区分けをしての議論をしている。維持管理まではあまり範疇に入ってお


らず、Cobieに絡んだ属性は少ない。 


BE-BridgeWG活動概要説明 


データー交換仕様でダクト、配管、電気、機器、建築、空調器具などを作成。 


BIMのグローバル化で海外への情報発信も検討を検討中。 


＊運用部会 


BIMオブジェクトの利用規約そして提供規約について説明、さらに BIMライブラリー構築 


運用仕様書などが必要。 


データーの精度と不具合時の責任についての課題が出る。 


BLC ユーザーとサイト事業者の関係、メーカーとサイト事業者の関係にも契約が必要なの


か、検討材料となる。 


そして Web サイトの試行運用が始まると、検証に伴う問題点が出てくる事が考えられる。 


 


■現状の課題と討議テーマの概要 


 『メーカーの Webサイトとの関係の記述』で契約事に絡むかもしれない。 


 ＜2段階のデーター構築＞ 


 当初は国内対応、第 2段階は分散型で英語化も検討 


 


■「BIMオブジェクト標準の確立に向けて」 


◎建築と設備のオブジェクト表現の調整 


用語の定義と仕様表現の共通化・統一化 


基本設計時；ジェネリックオブジェクト。実施設計・施工時：メーカーオブジェクト 


それに伴う属性情報の連携。BIMソフトの絡みもあり、BIMベンダーとの打合せを 


検討する。 


◎データーの正確さと責任 


精度は業務の段階ごとで適応する違いがあり。 


 海外サイト情報として NBSと設備に特化した MEP Content Library の紹介。 


BIMオブジェクト標準仕様検討① 


オブジェクトの属性で必須項目と推奨項目があるが、この表現では足りないものがあり、 


引続きの検討事項。 


モデル形状をどの仕様にするのか？IFCそして BIMソフト、変換業務などが検討事項 


BIMオブジェクト標準仕様検討② 


設備としては分類コード体系として CI-NET資機材コードをメインに検討。 


OmniClass,UniClass コードは変換テーブル作成で連携対応の予定。 


建築としては OmniClass,UniClassコードを検討しているが、調整が必要 


 


■「ビジネスモデルの構築とその将来に向けて」 
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◎マーケティンリサーチの実施 


 在り方部会を中心に計画をしている。 


◎メーカー、ユーザーのメリット 


 


メーカーに加入して頂くと情報量も増える。さらなる加入を促進。 


サイトの使用料について有料無料の議論があった。（個人/会社） 


BIMモデルの作成業務もビジネスモデルの１つになる。 


 


◎発注仕様の概要 


  項目のピックアップだけはした。 


 


◎将来構想（ライブラリーの対象範囲と利用形態等） 


現在の暗黙の合意からさらに広がった領域の紹介 


 


議事（４）ＢＩＭオブジェクト利用規約の修正について 


＜説明＞ユーザー向けの契約書 


４つの修正追加 


  第 9条守秘義務 を追加。第 7条免責 では責任は問わない文章を追加。 


第 12条裁判管轄 の条項を入れた。 


第 1条定義 では登場者に、BIMベンダーを入れた。 


 


議事（５） BIMオブジェクト提供契約と、BIM オブジェクト作成・利用契約について 


     ・BIMオブジェクト提供契約 A（メーカー向け） 


    ・BIMオブジェクト作成・利用契約 B（BIMベンダー向け） 


＜説明＞BIMオブジェクト提供契約 A（メーカー向け）は以前作成した。追加として 


  第 1条定義 で検索を定義 


第 2 条提供準備 で乙が BLC に合ったオブジェクトを作成して自身で検査を行うことも考え


項目を追加した。 


第 4 条使用許諾 では BIM オブジェクトを使用する場合無償であるならばという事で、言葉


を入れてみた。（有償 or 無償か決まっていないが、、、） 


第 14条裁判管轄 はこの契約でも追加した。 


この契約（メーカー向け）をもとに（BIMベンダー向け）の契約書を作成した。 


BIM ベンダーが BIM オブジェクトを作成して提供するという事、そしてオブジェクトの検査


も BIMベンダーが行うという事で、この契約書を作成している。 


第 10条データーの消去 ではデーターの消去について甲乙で相談の項目を入れる。 


 


議事（６） BIMライブラリー構築・運用契約（素案）について 
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＜説明＞サーバーを提供する会社との契約で、新しく作成した契約書である。 


第 2条委託する業務と確認 は甲から乙に委託する内容で、BLCとして企画立案した 


メニューの権利は、BLCの権利とするように記述した。 


ユーザーが乙のサーバーを経由して、BIM オブジェクトを提供する会社のサイトへのアクセ


スを行う事があるという事を明記。契約が解除されたときデーターが戻ってくる事の明記。 


第 3条報酬 では環境構築費用の支払いについてはとりあえず２回とした。 


第４条管理者 では業務の管理者を決めてもらい、その人に対応をしてもらう。 


第５条ユーザー ではユーザーの存在を明記した。 


第６条アクセスの監視 ではアクセス情報の報告とユーザーからの不正に対しての報告 


第７条知的所有権の所在 では BIMオブジェクトの知的所有権に関しての事。 


第９条サーバーのダウン対策 ではデーターのバックアップ、ダウン時の早急な復帰の事柄 


第１０条契約の解除 では年度途中での契約解除でも、金額の支払いについては明記 


第１３条期間 では有効期間を３年にした。 


 


＜意見＞ＢＩＭオブジェクト利用規約には契約の解除と期間が入っていないが入れた方がよい。 


そのほかに守秘義務を入れた方がよいのか検討。報酬は決まっていないので未定とする。 


責任がない時は無償、責任があれば有償というのが一般的。どう定めていくかは BLC で決め


る事柄。有償、無償の区別をどのようなもので行うか？会員、非会員。マーケット情報入手


可能、不可能。まだ議論の途中 


ユーザー特性の利用を考えると、守秘義務の項目があった方がよい。個人情報保護では漏ら


さない、 


 


議事（７） 基本規約への統合について 


   ＜説明＞・基本規約への統合についてと関係者間の契約イメージ 


   ＜意見＞責任、保証などは共通なところで一貫した方がよい。 


    言葉も同じようにする。 


    基本規約化するのは引続き検討事項 


    ４つの契約書の項目を並べてみるのは、比較が出来良い。 


    サーバーという言葉は Webサイトという言葉に置き換える。 


    今後だが、報酬については委託契約形式にするか、あるいは協業連携契約にするかに 


よって変わってくる。但し権利についてもそれによって変わってくることが予想される。 


第３条と第４条と第６条に絡むが、支払い方法と支払いをするするための条件と支払 


時期、支払い回数、１回の支払金額、業務報告、監視なども検討材料になる。 


第３条に金額、支払い回数、条件等を明記する。 


 


個人情報がＢＩＭオブジェクト利用規約にしか記載されていないが、他の契約では必要 


ないのか？ 
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守秘義務と、中での個人情報との扱いは異なる。サーバーの所では個人情報の扱いは 


ある事が予想する。 


BIMライブラリー構築・運用契約に入れた方がよい。 


損害賠償は BIMオブジェクト利用規約以外の３つの契約には入っていないので入れた方 


がよい。 


相手が倒産した時にどう対処するのか契約項目に織り込むのが良いが内容の詰めは 


これから決めていく事柄。情報提供者、協力者に迷惑を掛からないように考える。 


    乙の倒産時の事を考えておき、データーの保護、バックアップの対応を考える。 


   ・4契約の比較とその統合 


  


次回  日時 ： 平成 30年 1月 22日（月）15：00～17：00 


場所 ：  四谷・㈱コンピュータシステム研究所 GSA事業部会議室   


 








基本規約事項への整理と関係者間の契約のイメージ


共通な内容
＋追加的内容
（ある関係者においては適用され
ない場合であっても、内容に問題
がないもの）


契約者の間で異なる内容
(ただし、どのような取り決めが
あるのか理解しておく必要がある
もの)


その他
(1対1の取り決めでなく、複数者
の取り決めあるいは関係が必要な
ことがある可能性)


基本規約事項


従来検討してきた規約を統合して次の
ように整理する。
・関係者が相互に理解できるため
・共通する内容が多い。
・1対1の契約だけでは規定しにくいこ
とがある。(例：利用者情報をオブ
ジェクト提供者に伝え、また提供者は
製品の改廃を適切に通知すること等)


基本規約事項


BIMライブラリー


現段階の想定利用範囲


BLC


利用者


BIM
ベンダー


オブジェクト提供者
(主にメーカー、その他設計者等)


サイト
事業者


関
係


契約


契約


契約


契約


関
係


関
係


想定外の利用


契約は基本規約以外に、追加する条項、期間等、より
詳細な内容を加えたものとする。


資料運 11-3








2018/3/26


基本規約事項（案）と4つの契約書（案）について
運11-5 運11-6 運11-7 運11-8


基本規約事項(案) BIMオブジェクト利用規約（案）
BIMオブジェクト作成・利用契約（案）
（主として対ベンダー）


BIMオブジェクト提供契約（案）
（主として対メーカー）


BIMオブジェクト構築・運用契約（案）


BIMライブラリー
協議会（仮称）


当法人 ◎・甲 ◎・甲 ◎・甲 ◎・甲


BIM（ソフトウェア）
ベンダー


オブジェクト提供者 △ ◎・乙 △ △


（機器類）メーカー オブジェクト提供者 ◎・乙 △


企業、団体、
教育機関


乙 ◎・乙


（利用）ユーザー △ △ △ △ △


サイト事業者 当Webサイト事業者 ◎・乙


管理者 ―　― △


序　　文


一般社団法人BIMライブラリー協議会（仮
称）（以下、当法人という）が提供するBIMラ
イブラリーWebサイト（以下、当Webサイトと
いう）を利用する企業、団体、教育機関（以
下、乙という）は、当サイトを利用する前に以
下の基本規約事項（以下、本事項という）等
を守ることとする。


BIMライブラリーコンソーシアム（以下、甲と
いう）が提供するBIMライブラリーを利用する
企業、団体、教育機関（以下、乙という）は
以下の規約を守るものとする。


一般社団法人BIMライブラリー協議会（仮
称：以下、甲と称する）と〇〇株式会社（以
下、乙と称する）は、乙が作成したBIMオブ
ジェクトを甲に提供するに際して以下の契
約を結ぶものとする。


一般社団法人BIMライブラリー協議会（仮
称：以下、甲と称する）と〇〇株式会社（以
下、乙と称する）は、乙が作成したBIMオブ
ジェクトを甲に提供するに際して以下の契
約を結ぶものとする。


一般社団法人BIMライブラリー協議会（仮
称：以下、甲と称する）と〇〇株式会社（以
下、乙と称する）は、甲がBIMオブジェクトを
乙のWebサイトを経由してユーザーへ提供
するにあたり、甲が乙に委託する業務に関
して、以下の契約を結ぶものとする。


1 定義 １．定義 第１条 第１条 第１条 第１条


１）「BIMオブジェクト」とは、BIM関連のソフト
ウェアで用いられる建築的な意味を
持った部位（窓、ドア、照明器など）や素材
（煉瓦、ブロック、パイプなど）を表し建
築向け製品の製造会社またはBIMソフトウェ
アのベンダーから提供されるもの、BIM
ライブラリーコンソーシアムで計画され作成
されたものをいう。


１）BIMライブラリーは、BIM関連のソフトウェ
アで用いられる建築的な意味を持った部位
（窓、ドア、照明器など）や素材（煉瓦、ブ
ロック、パイプなど）からなる個々のデジタ
ル・オブジェクト（以下、BIMオブジェクトとい
う）で構成される。


１）BIMライブラリーは、BIM関連のソフトウェ
アで用いられる建築的な意味を持った部位
（窓、ドア、照明器など）や素材（煉瓦、ブ
ロック、パイプなど）を表す個別のデジタル
データ（以下、BIMオブジェクトという）で構
成される。


１）BIMライブラリーは、BIM関連のソフトウェ
アで用いられる建築的な意味を持った部位
（窓、ドア、照明器など）や素材（煉瓦、ブ
ロック、パイプなど）を表す個別のデジタル
データ（以下、BIMオブジェクトという）で構
成される。


１）BIMライブラリーは、BIM関連のソフトウェ
アで用いられる建築的な意味を持った部位
（窓、ドア、照明器など）や素材（煉瓦、ブ
ロック、パイプなど）を表す個別のデジタル
データ（以下、BIMオブジェクトという）で構
成される。


２）「BIMオブジェクトライブラリー」
とは、ＢＩＭオブジェクトが集まったも
のをいう。


２）各BIMオブジェクトは、建築向け製品の
製造会社またはBIMソフトウェアのベンダー
から提供されるもの、BIMライブラリーコン
ソーシアムで計画され作成されたもの、その
他からなる。設計者も自身の設計に合わせ
てオブジェクトを作成することがあるが、こ
の利用規則では扱わない。


２）各BIMオブジェクトは、建築向け製品の
製造会社またはBIMソフトウェアのベンダー
から提供されるもの、BIMライブラリーコン
ソーシアムで計画され作成されたもの、設
計者が自社での利用のために作成したも
のなどのうち、甲に提供されるものを指す。


２）各BIMオブジェクトは、建築向け製品の
製造会社またはBIMソフトウェアのベンダー
から提供されるもの、BIMライブラリーコン
ソーシアムで計画され作成されたもの、設
計者が自社での利用のために作成したも
のなどのうち、甲に提供されるものを指す。


２）各BIMオブジェクトは、建築向け製品の
製造会社またはBIMソフトウェアのベンダー
から提供されるもの、BIMライブラリーコン
ソーシアムで計画され作成されたもの、設
計者が自社での利用のために作成したも
のなどのうち、甲の指示に基づき乙に提供
されるものを指す。


３）「BIMデータ」とは、BIM関連のソ
フトウェアで作られるデータである。一
般にBIMオブジェクトを含んでいる。


３）BIMデータは、BIM関連のソフトウェアで
作られるデータである。一般にBIMオブジェ
クトを含んでいる。


資料 運１１－４
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４）「知的財産権」とは、建築的な著作権、製
造物に対する特許、実用新案、発明などに
関係する権利を含むものとする。本事項で
はBIMオブジェクトに関する知的財産権を
扱う。


４）知的財産権には、建築的な著作権、製
造物に対する特許、実用新案、発明などに
関係する権利を含む。この利用規則では
BIMオブジェクトに関する知的財産権を扱
う。


３）知的財産権には、建築的な著作権、製
造物に対する特許、実用新案、発明などに
関係する権利を含む。この契約ではBIMオ
ブジェクトに関する知的財産権を扱う。


３）知的財産権には、建築的な著作権、製
造物に対する特許、実用新案、発明などに
関係する権利を含む。この契約ではBIMオ
ブジェクトに関する知的財産権を扱う。


３）知的財産権には、建築的な著作権、製
造物に対する特許、実用新案、発明などに
関係する権利を含む。この契約ではBIMオ
ブジェクトに関する知的財産権を扱う。


５）ユーザーは、当法人の使用許諾を受
け、当法人の提供するBIMライブラリー（以
下、ＢＩＭライブラリーという）を使用する乙
の職員または乙の職域内にいるBIM業務
支援の協力会社関係者を指す。


５）ユーザーは、甲の提供するBIMライブラ
リーを使用する乙の職員または乙の職域内
にいるBIM業務支援の協力会社関係者を
指す。


４）ユーザーは、甲の運営するBIMライブラ
リーに関して甲が使用許諾を与えた、会社
や研究組織の職員、および大学などの教
育法人に属する教員およびその指導を受
ける学生を指す。


４）ユーザーは、甲の運営するBIMライブラ
リーに関して甲が使用許諾を与えた、会社
や研究組織の職員、および大学などの教
育法人に属する教員およびその指導を受
ける学生を指す。


４）ユーザーは、乙のWebサイトサーバーを
使ってBIMライブラリーをアクセスする事に
関して甲が使用許諾を与えた、会社や研
究組織の職員、および大学などの教育法
人に属する教員およびその指導を受ける
学生を指す。また、甲および甲が承知した
BIMオブジェクトの提供者もユーザーとす
る。


６）「当Webサイト」とは、ユーザーがインター
ネットを介してBIMオブジェクトをアク
セスできる機能を提供する乙のコンピュータ
上の仕組みを指し、ＢＩＭオブジェクト
ライブラリーを掲載するサイトを指す。


６）Webサイトは、ユーザーがインターネット
を介してBIMオブジェクトをアクセスできる機
能を提供するコンピュータ上の仕組みを指
す。甲は、この仕組みを第三者のWebサイ
ト上に設定することがあるが、その場合も甲
のWebサイトと称する。


５）Webサイトは、ユーザーがインターネット
を介してBIMオブジェクトをアクセスできる機
能を提供するコンピュータ上の仕組みを指
す。甲は、この仕組みを第三者のWebサイ
上に設定することがあるが、その場合も甲
のWebサイトと称する。


５）Webサイトは、ユーザーがインターネット
を介してBIMオブジェクトをアクセスできる機
能を提供するコンピュータ上の仕組みを指
す。甲は、この仕組みを第三者のWebサイ
ト上に設定することがあるが、その場合も甲
のWebサイトと称する。


５）Webサイトは、ユーザーがインターネット
を介してBIMオブジェクトをアクセスできる機
能を提供する乙のコンピュータ上の仕組み
を指す。


７）「検索」とは、ユーザーが当Webサイト上
でBIMオブジェクトを探す行為を指す。


６）検索とは、ユーザーがWebサイト上で
BIMオブジェクトを探す行為を指す。


６）検索とは、ユーザーがWebサイト上で
BIMオブジェクトを探す行為を指す。


６）検索とは、ユーザーがWebサイト上で
BIMオブジェクトを探す行為を指す。


2 アカウント ２．アカウント 第２条


１）当法人が提供する当Webサイトの利
用開始にあたり、乙は当法人に所定の事
項を届けた上で、IDとパスワード（以
下、アカウントという）発行申請をす
る。当法人は、乙から入手した情報を基
に当法人への申込を承諾して、アカウン
ト発行を完了した時点で、当Webサイト
の使用許諾とする。


１）甲が提供するBIMライブラリー（以下、
BIMライブラリーという）の利用開始にあた
り、乙は甲に所定の事項を届けた上でアカ
ウント発行を要望するものとする。


２）乙は当法人より発行されたアカウントを乙
が決めた責任者の管理下におき、アカウン
トが不正使用されないようにする義務を負
う。


２）乙は甲より発行されたアカウントを乙が決
めた責任者の管理下におき、アカウントが
不正使用されないようにする義務を負う。ア
カウントの発行をもって乙は利用規則を承
諾したことになる。


３）アカウントを使い、ユーザーはBIMライブ
ラリーにアクセスし、必要なBIMオブ
ジェクトをダウンロードできる。


３）アカウントを使い、ユーザーはBIMライブ
ラリーに無償でアクセスし必要なBIMオブ
ジェクトをダウンロードできる。


４） 乙が、BIMライブラリーを利用しなくなる
際には、早急にアカウントの利用停止を当
法人に知らせるものとする。当法人はこの申
し出により、当該アカウントを削除する。


４）乙が、BIMライブラリーを利用しなくなる
際には、早急にアカウントの利用停止を甲
に知らせるものとする。甲はこの申し出によ
り、当該アカウントを削除する。


3 利用の範囲 ３．利用の範囲 第３条


１）ユーザーは、BIMライブラリーから必要な
BIMオブジェクトをダウンロードし、自身が作
成する建築プロジェクト等で使用することが
できる。


１）ユーザーは、BIMライブラリーから必要な
BIMオブジェクトをダウンロードし、自身が作
成するBIMデータ内で使用することができ
る。


２）ユーザーはダウンロードしたBIMオ
ブジェクトを自身の業務に必要な範囲に
限り、コピーすることができる。


２）ユーザーはダウンロードしたBIMオブジェ
クトを自身の業務に必要な範囲に限りコ
ピーすることができる。
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３）ユーザーは、BIMオブジェクトを甲に無
断で修正して使用することはできない。ただ
し、パラメータ付きのBIMオブジェクトでは、
その許容されたパラメータ値を使用したBIM
オブジェクトの利用は認められる。


4 提供準備 第２条 第２条
１）乙は、自身のソフトウェアで使用できる
BIMオブジェクトを甲の指定する形式に沿う
ように作成または修正して提供するものとす
る。また、このBIMオブジェクトを自身のソフ
トウェアに組み込むこともできる。


１）１） 乙は、自身の提供するBIMオブジェク
トを甲の指定する形式に沿うように作成また
は修正するものとする。


２）乙は自身のBIMオブジェクトをユーザー
が検索しやすくするため、甲の指定する形
式に基づいた検索データをBIMオブジェク
トとは別に作成するものとする。


２）乙は自身のBIMオブジェクトをユーザー
が検索しやすくするため、甲の指定する形
式に基づいた検索データをBIMオブジェク
トとは別に作成するものとする。


３）乙は、甲が所有するBIMオブジェクトの
検査ソフトを使って、作成または修正した
BIMオブジェクトを検査するものとする。


３）甲は、乙の提供する予定のBIMオブジェ
クトが甲の指定する形式に合致しているか
どうかをユーザーに提供する前に検査する
事ができ、その合否を乙に知らせるものとす
る。


４）前項に先立ち、乙は甲に対し、甲の検査
方法を使って合否を自身で判定する手段を
乙に提供する様に要望する事ができる。


４）乙は、BIMオブジェクトまたは検索データ
を甲の指定する形式で作成する際に問題
が生じ解決が難しい場合は、その問題内容
を甲に明示し、可能であれば修正案も提示
するものとする。


５）乙は、BIMオブジェクトまたは検索データ
を甲の指定する形式で作成する際に問題
が生じ解決が難しい場合は、その問題内容
を甲に明示し、可能であれば修正案も提示
するものとする。


5 提供方法 第３条 第３条


乙は甲に対しBIMオブジェクトと検索データ
を提供するに際し、以下のどちらかの方法
を取るものとし、甲にその方法を知らせるも
のとする。


乙は甲に対しBIMオブジェクトと検索データ
を提供するに際し、以下のどちらかの方法
を取るものとし、甲にその方法を知らせるも
のとする。


１））BIMオブジェクトおよび検索データを甲
に提供し、甲のWebサイト上にどちらも置く。


１））BIMオブジェクトおよび検索データを甲
に提供し、甲のWebサイト上にどちらも置く。


２）BIMオブジェクトは乙のWebサイトにお
き、検索データのみを甲のWebサイト上に
置く。この場合、乙のオブジェクトは甲の
Webサイトを経由して乙のWebサイトからア
クセスされる。


２）BIMオブジェクトは乙のWebサイトにお
き、検索データのみを甲のWebサイト上に
置く。この場合、乙のオブジェクトは甲の
Webサイトを経由して乙のWebサイトからア
クセスされる。


6 使用許諾 ４．使用許諾 第４条 第４条
１） ＢＩＭオブジェクト提供者（以下、オブ
ジェクト提供者という）は、オブジェクト提供
者の作成したBIMオブジェクトを、当Webサ
イトを介してユーザーが使用する事を認め
るものとする。


１）乙は、乙の作成したBIMオブジェクトを、
甲が運営するWebサイトを介してユーザー
が無償で使用する事を認めるものとする。


１）乙は、乙の作成したBIMオブジェクトを、
甲が運営するWebサイトを介してユーザー
が無償で使用する事を認めるものとする。
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２） オブジェクト提供者は、ユーザーが自身
の受注した業務のためにオブジェクト提供
者のBIMオブジェクトが含まれるBIMデータ
を作成し、当該受注業務に関係する建築
主、施工会社、施設管理会社等に渡す可
能性があることを承知するものとする。


２）乙は、ユーザーが自身の受注した業務
のために乙のBIMオブジェクトが含まれる
BIMデータを作成し、当該受注業務に関係
する建築主、施工会社、施設管理会社など
の第三者に渡す可能性があることを承知す
るものとする。


２）乙は、ユーザーが自身の受注した業務
のために乙のBIMオブジェクトが含まれる
BIMデータを作成し、当該受注業務に関係
する建築主、施工会社、施設管理会社など
の第三者に渡す可能性があることを承知す
るものとする。


３） オブジェクト提供者は、当法人がオブ
ジェクト提供者から提供を受けたBIMオブ
ジェクトをオブジェクト提供者の所有してい
ないソフトウェアでも使用できる様にファイ
ル変換して、新しいBIMオブジェクトを作成
することがあることを認めるものとする。


３）乙は、甲が乙から提供を受けたBIMオブ
ジェクトを乙の所有していないソフトウェアで
も使用できる様に加工して、新しいBIMオブ
ジェクトを作成することがあることを認めるも
のとする。この場合、乙は加工し新しく作成
したBIMオブジェクトの検証を求めることが
できる。


３）乙は、甲が乙から提供を受けたBIMオブ
ジェクトを乙の所有していないソフトウェアで
も使用できる様に加工して、新しいBIMオブ
ジェクトを作成することがあることを認めるも
のとする。この場合、乙は加工し新しく作成
したBIMオブジェクトの検証を求めることが
できる。


7 検索履歴 ５．検索履歴 第６条 第６条
当法人は、オブジェクト提供者からBIMオブ
ジェクトの提供を受けた後は、定期的にオ
ブジェクト提供者の提供するBIMオブジェク
トに対する検索履歴などのレポート　をオブ
ジェクト提供者に提供するものとする。


甲は、乙からBIMオブジェクトの提供を受け
た後は、４〇ヶ月ごとに乙の提供するBIMオ
ブジェクトに対する検索履歴などのレポート
を乙に提供するものとする。


甲は、乙からBIMオブジェクトの提供を受け
た後は、４〇ヶ月ごとに乙の提供するBIMオ
ブジェクトに対する検索履歴などのレポート
を乙に提供するものとする。


8 契約規約の解除 ６．規約の解除 第１１条 第９条 第９条 第１０条


甲または乙は以下の事由に基づき本契約
を解除できるものとする。


甲または乙は以下の事由に基づき本契約
を解除できるものとする。


甲または乙は以下の事由に基づき本契約
を解除できるものとする。


当法人またはオブジェクト提供者は以下の
事由に基づき本事項を解除できるものとす
る。
イ）当法人がBIMライブラリー提供の運営を
断念し、その承継者が見つからない場合
ロ）当法人およびオブジェクト提供者が、本
事項の続行が不可能と認め、本事項違反
など相当の事由がある場合


１） 甲がBIMライブラリーの運営を断念し、
その承継者が見つからない場合


１） 甲がBIMライブラリーの運営を断念し、
その承継者が見つからない場合


１） 甲がBIMライブラリーの運営を断念し、
その承継者が見つからない場合


１）甲または乙は以下の事由に基づき本契
約を解除できるものとする。
イ）甲がBIMライブラリー提供の運営を断念
し、その承継者が見つからない場合
ロ）甲および乙が、本契約の続行が不可能
と認める契約違反など相当の事由がある場
合


２）甲および乙が、本契約の続行が不可能
と認める契約違反など、相当の事由がある
場合。


２）甲および乙が、本契約の続行が不可能
と認める契約違反など、相当の事由がある
場合。


２）甲および乙が、本契約の続行が不可能
と認める契約違反など、相当の事由がある
場合。


３）乙が、第六条の禁止事項に反する行為
をした場合。


２）契約解除が年度途中である場合、維持
管理委託費用を月割りした残額を甲乙双
方で相談の上、解約金または違約金を含
んで精算するものとする。


３）乙が事業内容の変更、倒産などの事由
により本契約を実行できなくなった場合に
は、乙は遅滞なく、第九条第一項で指定さ
れたバックアップを甲に提供するものとす
る。


9 データの消去 ７．データーの消去 第１０条 第１１条 第１１条


前条に基づき本事項を解除した場合、本法
人は本Webサイト上のBIMライブラリーから
オブジェクト提供者のBIMオブジェクトを消
去することとする。


前条に基づき契約を解除した場合、乙の
BIMオブジェクトのどのデータを消去するか
を甲と相談するものとする。消去する場合、
甲は責任を持ってBIMライブラリーから該
当する乙のBIMオブジェクトを消去する義
務を負い、乙はその実施結果を確認するも
のとする。


前条に基づき契約を解除した場合、甲は責
任を持ってBIMライブラリーから乙のBIMオ
ブジェクトを消去する義務を負い、乙はそ
の実施結果を確認するものとする。


前条に基づき契約を解除した場合、乙は、
第二条３項の作業をした後、責任を持って
BIMライブラリーからBIMオブジェクトを消去
する義務を負い、甲はその実施結果を確認
するものとする。
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10 守秘義務 ８．守秘義務 第９条 第１２条 第１３条 第１３条
本法人および乙およびオブジェクト提供者
は、BIMオブジェクトの提供に関して知り得
た相手方の業務上の秘密を、本事項の有
効期間および本事項解除後も第三者に漏
らし、または利用してはならない。


甲および乙は、BIMオブジェクトの提供また
は利用に関して知り得た相手方の業務上の
秘密を、本契約の有効期間および契約解
除後も第三者に漏らし、または利用しては
ならない。


甲および乙は、BIMオブジェクトの提供に関
して知り得た相手方の業務上の秘密を、本
契約の有効期間および契約解除後も第三
者に漏らし、または利用してはならない。


甲および乙は、BIMオブジェクトの提供に関
して知り得た相手方の業務上の秘密を、本
契約の有効期間および契約解除後も第三
者に漏らし、または利用してはならない。


甲および乙は、BIMオブジェクトの提供に関
して知り得た相手方の業務上の秘密を、本
契約の有効期間および契約解除後も第三
者に漏らし、または利用してはならない。


11 期間 第１３条 第１３条 第１５条 第１５条
本契約の有効期間は締結日より一年間とす
る。ただし、当該期間満了日の一ヶ月前ま
でに相手方に対し書面による通知が無い場
合は、同一内容をもって期間を一年間延長
するものとし、以降も同様とする。


本契約の有効期間は締結日より三年間とす
る。ただし、当該期間満了日の一ヶ月前ま
でに相手方に対し書面による通知が無い場
合は、同一内容をもって期間を一年間延長
するものとし、以降も同様とする。


本契約の有効期間は締結日より三年間とす
る。ただし、当該期間満了日の一ヶ月前ま
でに相手方に対し書面による通知が無い場
合は、同一内容をもって期間を一年間延長
するものとし、以降も同様とする。


本契約の有効期間は締結日より三年間とす
る。ただし、当該期間満了日の一ヶ月前ま
でに相手方に対し書面による通知が無い場
合は、同一内容をもって期間を一年間延長
するものとし、以降も同様とする。


12 委託する業務と確認 第２条
１）乙は、甲が企図したWebサイト上のメ
ニューおよびBIMライブラリーを甲と協議の
上で構築する業務、およびBIMオブジェクト
のBIMライブラリーへの初期登録業務を、甲
から委託され受託する。この際、乙はまず協
議に基づき仕様書を作成するものとする。
乙は自身が以前から所有していたWebサイ
ト上の機能を基にしてメニューおよびBIMラ
イブラリーを構築することもできるが、甲にそ
の範囲と内容を事前に伝えるものし、仕様
書にも明示するものとする。


２）乙は、構築されたメニューおよびBIMライ
ブラリーを甲およびユーザーが使用できる
環境を契約期間の間、維持する業務を甲か
ら委託され受託する。この期間中にBIMオ
ブジェクトをBIMライブラリーに登録または変
更する業務は、原則として甲またはユー
ザーが行うものとする。


３）甲は委託期間の間に、BIMライブラリー
の維持に必要なソフトを乙に提供することが
ある。この場合、乙はWebサイト上でそのソ
フトをユーザーが使用できる機能を設定す
るものとする。


４）乙は第二項の業務期間中に、ユーザー
のBIMライブラリーの検索の際に、乙のWeb
サイト上のメニューを経由してユーザーのア
クセスがBIMオブジェクトを提供する会社の
サイトへ及ぶ事がある事、およびそのための
機能を初期構築の際に付加する事を承諾
するものとする。


５）万一、契約が解除された場合には、乙は
甲に対して、６０日以内に仕様書およびBIM
ライブラリーおよびメニューのバックアップを
甲が読み取れる形式で渡すものとする。


６）乙は、甲から委託された業務を第三者に
再委託してはならない。


13 報酬 第３条


5 ★資料 運11_4_契約の関連と比較について基本事項0316







2018/3/26


１）甲は乙に対し、初期の環境構築費用とし
て、〇〇〇万円を完了時までに契約時と業
務完了時の２回に分けて支払うものとする。
甲は、乙から業務が完了した旨の連絡を受
けた後、メニューおよびBIMライブラリーが
甲の企図した通りに構築されたか確認する
ものとする。


２）甲は、乙に対し、BIMライブラリーWebサ
イトの維持管理費用として、年〇〇〇万円
を半年毎に毎年、双方で合意した月の月末
までに支払うものとする。


３）BIMライブラリーWebサイト内のBIMライブ
ラリー容量が当初予定した容量を大きく超
えた際は、甲乙は協議の上で前項の費用
を見直すものとする。


14 管理者 第４条
乙は、甲の委託した第二条の業務を実行す
るにあたり、業務の管理者（以下、管理者と
称する。）を決め、甲に知らせるものとする。
管理者は甲からの問い合わせ、および業務
遂行上の問題確認とその解決に責任を
持ってあたることとする。


15 ユーザー 第５条
１）甲は、乙に対し新規ユーザーに関する
情報を適宜、知らせるものとし、乙はその
ユーザーがBIMライブラリーをアクセスでき
る様に計らうものとする。


２）BIMライブラリーに関するユーザーの権
利は、甲が提供する情報に基づき乙は以下
のどれかに設定するものとする。
イ）BIMライブラリー上のすべてのオブジェク
トの検索と読み取り
ロ）BIMライブラリー上のすべてのオブジェク
トの検索と読み取り、更新、書き込み
ハ）自身の提供するBIMオブジェクトに対す
る検索と読み取り、更新、書き込み、または
提供した以外のBIMオブジェクトの検索と読
み取り


16 アクセスの監視 ９．アクセスの監視 第６条
１） 当Webサイトのサイト事業者（以下当サ
イト事業者という）は、BIMオブジェクトに対
するアクセス情報を収集し、定期的に本法
人に指定された形式のレポートデータとして
知らせるものとする。


１） 管理者乙は、BIMオブジェクトに対する
アクセス情報を収集し、〇ヶ月毎に甲に指
定された形式のレポートデータとして知らせ
るものとする。


２） 当サイト事業者は、BIMオブジェクトに対
し、ユーザーが不正に更新または書き込み
をした場合、または不明なユーザーがBIM
ライブラリーにアクセスした場合は、速やか
にその事実を本法人に知らせると共に、そ
のユーザーのアクセスを拒否するなど適切
な措置をとるものとする。


２）管理者乙は、BIMオブジェクトに対し、
ユーザーが不正に更新または書き込みをし
た場合、または不明なユーザーがBIMライ
ブラリーにアクセスした場合は、速やかにそ
の事実を甲に知らせると共に、そのユー
ザーのアクセスを拒否するなど適切な措置
をとるものとする。


17 Webサイトのダウン対策
１０．Webサイトの定期点検とデーターバッ
クアップ


第９条
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１）本法人は、ユーザーが当Webサイトを継
続的に利用できるため、当Webサイトの一
時停止による定期点検を行うものとする。そ
の定期点検を行うときには、事前にユー
ザーに知らせるものとする。


１） 乙は、BIMライブラリーのWebサイトが機
能不全になる場合に備え、BIMライブラリー
およびメニューのバックアップを二か月毎に
適宜取るものとする。バックアップには差分
バックアップを含むものとするが、少なくとも
一年に一回は全部のバックアップを取るも
のとする。


２）当サイト事業者は、Webサイトが機能不
全になる場合に備え、BIMライブラリーおよ
びメニューのバックアップを適宜取るものと
する。バックアップには追加分のバックアッ
プを含むものとするが、少なくとも一年に一
回は全部のバックアップを取るものとする。


２）通常の運用時に万一、BIMライブラリー
のWebサイトがダウンした場合は、速やかに
甲にその事実を知らせると共に、早急な復
旧に努めるものとする。


３）地震、天災などやむを得ない事情によ
り、Webサイトがダウンした場合は、早期復
旧に向け甲と乙は相談して対応するものと
する。


18 知的所有権の所在 １１．知的所有権の所在 第４条 第５条 第５条 第７条
乙は、BIMオブジェクトに対し著作権を含む
知的財産権が乙にある事を主張する際は、
以下の方法を取るものとする。


１） ユーザーは、BIMオブジェクトには著作
権を含む知的財産権が当法人または原
データ提供者にあることを承知の上で利用
するものとする。


１）ユーザーは、BIMオブジェクトには著作
権を含む知的財産権が甲または原データ
提供者にあることを承知の上で利用するも
のとする。


２） ユーザーが、BIMオブジェクトを内包す
るBIMデータを第三者に提供する際には、
BIMオブジェクトの内包事実と知的財産権
の所在も合わせて第三者に確実に知らせる
ものとする。


２）ユーザーが、BIMオブジェクトを内包する
BIMデータを第三者に提供する際には、
BIMオブジェクトの内包事実と知的財産権
の所在も合わせて第三者に確実に知らせる
ものとする。


１）甲にBIMオブジェクトを提供する際に、権
利の所在を検索データに明示する。


１）甲にBIMオブジェクトを提供する際に、権
利の所在を検索データに明示する。


２）ユーザーが権利の所在を知るため、BIM
オブジェクト内部にコメントを残す、必要に
応じ乙のWebサイト上に明示する。


２）ユーザーが権利の所在を知るため、BIM
オブジェクト内部にコメントを残す、必要に
応じ乙のWebサイト上に明示する。


３）乙は、前条３項により甲が加工したBIMオ
ブジェクトを作成した場合、甲に対して前２
項のどちらかの権利所在を含むように求め
ることができる。


３）乙は、前条３項により甲が加工したBIMオ
ブジェクトを作成した場合、甲に対して前２
項のどちらかの権利所在を含むように求め
ることができる。


１）乙は、BIMオブジェクトには甲または別の
作者の著作権を含む知的財産権がある事
を承知し、その保護に努めるものとする。ま
た、乙はBIMオブジェクトに対する権利を主
張しない。
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２）乙は、BIMライブラリーをアクセスするた
めに作成したメニューおよび機能に対し、
甲および乙の知的財産権がある事を承知
するものとする。ただし、乙が甲との契約前
から所有していた機能に関しては、その範
囲と内容を甲に明示し、甲の権利が制限さ
れる可能性がある事を知らせるものとする。


19 不具合データの修正・更新１２．不具合データの修正・更新 第５条 第７条 第７条
１） ユーザーおよびオブジェクト提供者が
BIMライブラリーのBIMオブジェクトの内容に
不適切な部分を見つけた際には、その事実
を本法人にすみやかに知らせるものとす
る。


１）乙がBIMライブラリーのBIMオブジェクト
の内容に不適切な部分を見つけた際には、
その事実を甲にすみやかに知らせるものと
する。


１）甲または乙がBIMライブラリーのBIMオブ
ジェクトの内容に不適切な部分を見つけた
際には、その事実を乙または甲にすみやか
に知らせるものとする。


１）甲または乙がBIMライブラリーのBIMオブ
ジェクトの内容に不適切な部分を見つけた
際には、その事実を乙または甲にすみやか
に知らせるものとする。


２）甲は、甲自身または乙が見つけたBIMオ
ブジェクトの不適切部分を検証し、修正が
必要と判断した場合は、その修正結果を
もってBIMライブラリーを更新するものとす
る。


２）甲または乙は、見つかったBIMオブジェ
クトの不適切部分を検証し、修正が必要と
判断した場合は、その修正結果をもって
BIMライブラリーを更新するものとする。


２）甲または乙は、見つかったBIMオブジェ
クトの不適切部分を検証し、修正が必要と
判断した場合は、その修正結果をもって
BIMライブラリーを更新するものとする。


３）BIMオブジェクトの原データの提供者
が、その製造する製品の改廃などにより原
データを修正した場合も、甲は修正された
BIMオブジェクトの提供を受け更新するもの
とする。


３）乙が、その製造する製品の改廃などによ
り原データを修正した場合も、甲は修正さ
れたBIMオブジェクトの提供を受け更新する
ものとする。


３）乙が、その製造する製品の改廃などによ
り原データを修正した場合も、甲は修正さ
れたBIMオブジェクトの提供を受け更新する
ものとする。


４）BIMライブラリーが更新された場合は、甲
はその事実を乙に電子メールで知らせると
ともに一定期間Webサイトに掲示するものと
する。


20 禁止事項 １３．禁止事項 第６条
本法人は、ユーザーがBIMライブラリーの使
用に際して以下の行為を行うことを禁止す
る。
イ）データの無断改変・修正・コピーなど、知
的財産権の侵害行為
ロ）ダウンロードした複数のBIMオブジェクト
を、無断で別途に立ち上げて、Webサイトを
介して第三者に有償または無償で提供する
行為
ハ）当Webサイトに対し、無断で不正なデー
タ、虚偽情報や不正なプログラムを書き込
む行為
ニ）当法人または乙を誹謗中傷する行為
ホ）法律、条例などに反する行為
ヘ）その他、公序良俗に反する行為


乙は、ユーザーがBIMライブラリーに使用に
際して以下の行為を行わないように合理的
な措置をとるものとする。
イ）データの無断改変・修正・コピーなど、知
的財産権の侵害行為
ロ）ダウンロードした複数のBIMオブジェクト
を、無断で別途に立ち上げたWebサイト
サーバーを介して第三者に有償または無
償で提供する行為
ハ）甲のBIMライブラリーのWebサイトサー
バーに対し、無断で不正なデータ、虚偽情
報や不正なプログラムを書き込む行為
ニ）甲または乙を誹謗中傷する行為
ホ）法律、条例などに反する行為
ヘ）その他、公序良俗に反する行為


21 免責 １４．免責 第７条 第８条
１） 当法人は、当Webサイトやネットワークの
不具合およびこれに起因すると思われる事
由でBIMライブラリーを乙が使用できなく
なった場合、これに起因して乙が被った被
害に対し責任を負わない。


１）甲は、Webサイトやネットワークの不具合
およびこれに起因すると思われる事由で
BIMライブラリーを乙が使用できなった場
合、これに起因して乙が被った被害に対し
責任を負わない。


２） 乙は、BIMオブジェクトを使用する際に
注意を払って使うものとする。万一、BIMオ
ブジェクトの内容が不適切であった場合も、
当法人は乙および乙からBIMデータの提供
を受けた第三者に対しても、乙は甲に対し
責任を問わない。


２）乙は、BIMオブジェクトを使用する際に注
意を払って使うものとする。万一、BIMオブ
ジェクトの内容が不適切であった場合も、甲
は乙および乙からBIMデータの提供を受け
た第三者に乙は甲に対し責任を問わない。
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甲および乙はBIMライブラリーおよびBIMオ
ブジェクトの瑕疵に起因して、ユーザーが損
害を受けたとしても責任を負わない。甲は、
ユーザーと結ぶ規約にこの免責事項を明
示するものとする。


22 責任範囲 第８条 第８条
乙は甲に提供したBIMオブジェクトの瑕疵
に起因して、ユーザーが損害を受けたとし
ても責任を負わない。また甲もユーザーの
損害に対する責任を負わない。甲は、ユー
ザーに対する規約にこの免責事項を含むも
のとする。


乙は甲に提供したBIMオブジェクトの瑕疵
に起因して、ユーザーが損害を受けたとし
ても責任を負わない。また甲もユーザーの
損害に対する責任を負わない。甲は、ユー
ザーに対する規約にこの免責事項を含むも
のとする。


23 個人情報 １５．個人情報 第８条 第１１条 第１１条 第１２条


当法人および乙およびオブジェクト提供
者および当サイト事業者は、当Webサイ
ト利用に関連して相手方から入手した個
人情報（個人情報保護法2条1項に定めら
れたものをいう。以下、「個人情報」と
いう）について、当Webサイト利用の目
的の範囲で取り扱うものとし、その他の
目的には使用しない。


甲は、本件業務に関連して乙から入手した
個人情報（個人情報保護法2条1項に定め
られたものをいう。以下、「個人情報」という）
について、本契約の目的の範囲で取り扱う
ものとし、その他の目的には使用しない。


甲および乙は、本件業務に関連して相手
方から入手した個人情報（個人情報保護法
2条1項に定められたものをいう。以下、「個
人情報」という）について、本契約の目的の
範囲で取り扱うものとし、その他の目的には
使用しない。


甲および乙は、本件業務に関連して相手
方から入手した個人情報（個人情報保護法
2条1項に定められたものをいう。以下、「個
人情報」という）について、本契約の目的の
範囲で取り扱うものとし、その他の目的には
使用しない。


甲および乙は、本件業務に関連して相手
方から入手した個人情報（個人情報保護法
2条1項に定められたものをいう。以下、「個
人情報」という）について、本契約の目的の
範囲で取り扱うものとし、その他の目的には
使用しない。


24 規約の変更 １６．規約の変更 第１０条
当法人は、必要に応じ本事項の修正を行う
ことができる。その修正の事実を乙およびオ
ブジェクト提供者および当サイト事業者に知
らせるものとする。


甲は、必要に応じ利用規則の修正を行うこ
とができる。その修正の事実を乙に電子
メールで知らせるものとする


25 損害賠償 １７．損害賠償 第１２条 第１４条 第１４条 第１４条
乙がBIMライブラリーの使用に際し、当法人
に被害を与えたことが明らかな場合は、そ
の損害を賠償するものとする。


乙がBIMライブラリーの使用に際し、甲に被
害を与えたことが明らかな場合は、その損
害を賠償するものとする。


甲又は乙がBIMライブラリーの使用に際し、
相手方に被害を与えたことが明らかな場合
は、その損害を賠償するものとする。


甲又は乙がBIMライブラリーの使用に際し、
相手方に被害を与えたことが明らかな場合
は、その損害を賠償するものとする。


甲又は乙がBIMライブラリーの使用に際し、
相手方に被害を与えたことが明らかな場合
は、その損害を賠償するものとする。


26 協議 １８．協議 第１４条 第１５条 第１５条 第１６条
本事項に定めのない事項および各条項の
解釈に疑義が生じた場合は、本法人と乙お
よびオブジェクト提供者および当サイト事業
者は誠意をもって協議し、その問題を解決
するものとする。


１）本規約に定めのない事項および各条項
の解釈に疑義が生じた場合は、甲と乙は誠
意をもって協議し、その問題を解決する者と
する。


 本規約に定めのない事項および各条項の
解釈に疑義が生じた場合は、甲と乙は誠意
をもって協議し、その問題を解決する者とす
る。


本規約に定めのない事項および各条項の
解釈に疑義が生じた場合は、甲と乙は誠意
をもって協議し、その問題を解決する者とす
る。


本規約に定めのない事項および各条項の
解釈に疑義が生じた場合は、甲と乙は誠意
をもって協議し、その問題を解決する者とす
る。


２）前項の解決策によっては規約を変更し、
乙にその旨を電子メールで知らせるものと
する。


27 裁判管轄 １９．裁判管轄 第１５条 第１６条 第１６条 第１７条
本事項に関し裁判上の紛争が生じたときに
は、東京地方裁判所を第一審の専属的合
意管轄裁判所とする。


本契約に関し裁判上の紛争が生じたときに
は、東京地方裁判所を第一審の専属的合
意管轄裁判所とする。


本契約に関し裁判上の紛争が生じたときに
は、東京地方裁判所を第一審の専属的合
意管轄裁判所とする。


本契約に関し裁判上の紛争が生じたときに
は、東京地方裁判所を第一審の専属的合
意管轄裁判所とする。


本契約に関し裁判上の紛争が生じたときに
は、東京地方裁判所を第一審の専属的合
意管轄裁判所とする。


9 ★資料 運11_4_契約の関連と比較について基本事項0316
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資料 運１１－５ 


03192018事務局 


基本規約事項（案） 


 


一般社団法人 BIM ライブラリー協議会（仮称）（以下、当法人という）が提供する BIM ラ


イブラリーWeb サイト（以下、当 Web サイトという）を利用する企業、団体、教育機関（以


下、乙という）は、当 Web サイトを利用する前に以下の基本規約事項（以下、本事項とい


う）等を守ることとする。 


 


１．定義 


１）「BIM オブジェクト」とは、BIM 関連のソフトウェアで用いられる建築的な意味を 


持った部位（窓、ドア、照明器など）や素材（煉瓦、ブロック、パイプなど）を表し建 


築向け製品の製造会社または BIM ソフトウェアのベンダーから提供されるもの、BIM 


ライブラリーコンソーシアムで計画され作成されたものをいう。 


 


２）「BIM オブジェクトライブラリー」とは、ＢＩＭオブジェクトが集まったものをいう。 


 


３）「BIM データ」とは、BIM 関連のソフトウェアで作られるデータである。一般に BIM


オブジェクトを含んでいる。 


 


４）「知的財産権」とは、建築的な著作権、製造物に対する特許、実用新案、発明などに 


関係する権利を含むものとする。本事項では BIM オブジェクトに関する知的財産権を 


扱う。 


 


５）「ユーザー」とは、当法人の使用許諾を受け、当法人の提供する BIM ライブラリー（以


下、ＢＩＭライブラリーという）を使用する乙の職員または乙の職域内にいる BIM 業


務支援の協力会社等関係者を指す。 


 


６）「当 Web サイト」とは、ユーザーがインターネットを介して BIM オブジェクトをアク 


セスできる機能を提供する乙のコンピュータ上の仕組みを指し、ＢＩＭオブジェクト 


ライブラリーを掲載するサイトを指す。 


 


７）「検索」とは、ユーザーが当 Web サイト上で BIM オブジェクトを探す行為を指す。 


 


２．アカウント 


１）当法人が提供する当 Web サイトの利用開始にあたり、乙は当法人に所定の事項を届け
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た上で、ID とパスワード（以下、アカウントという）発行申請をする。当法人は、乙


から入手した情報を基に当法人への申込を承諾して、アカウント発行を完了した時点


で、当 Web サイトの使用許諾とする。 


 


２）乙は当法人より発行されたアカウントを乙が決めた責任者の管理下におき、アカウント


が不正使用されないようにする義務を負う。 


 


３）アカウントを使い、ユーザーは BIM ライブラリーにアクセスし、必要な BIM オブ 


ジェクトをダウンロードできる。 


 


４）乙が、BIM ライブラリーを利用しなくなる際には、早急にアカウントの利用停止を当


法人に知らせるものとする。当法人はこの申し出により、当該アカウントを削除する。 


 


３．利用の範囲 


１）ユーザーは、BIM ライブラリーから必要な BIM オブジェクトをダウンロードし、自身


が作成する建築プロジェクト等で使用することができる。 


 


２）ユーザーはダウンロードした BIM オブジェクトを自身の業務に必要な範囲に限り、 


コピーすることができる。 


 


４．使用許諾 


１）ＢＩＭオブジェクト提供者（以下、オブジェクト提供者という）は、オブジェクト提供


者の作成した BIM オブジェクトを、当 Web サイトを介してユーザーが使用する事を


認めるものとする。 


 


２）オブジェクト提供者は、ユーザーが自身の受注した業務のためにオブジェクト提供者


の BIM オブジェクトが含まれる BIM データを作成し、当該受注業務に関係する建築


主、施工会社、施設管理会社等に渡す可能性があることを承知するものとする。 


 


３）オブジェクト提供者は、当法人がオブジェクト提供者から提供を受けた BIM オブジェ


クトをオブジェクト提供者の所有していないソフトウェアでも使用できる様にファイ


ル変換して、新しいBIMオブジェクトを作成することがあることを認めるものとする。 


 


５．検索履歴 


当法人は、オブジェクト提供者から BIM オブジェクトの提供を受けた後は、定期的に


オブジェクト提供者の提供する BIM オブジェクトに対する検索履歴などのレポート 
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をオブジェクト提供者に提供するものとする。 


 


６．規約の解除 


当法人またはオブジェクト提供者は以下の事由に基づき本事項を解除できるものとする。 


イ）当法人が BIM ライブラリー提供の運営を断念し、その承継者が見つからない場合 


ロ）当法人およびオブジェクト提供者が、本事項の続行が不可能と認め、本事項違反など


相当の事由がある場合 


 


７．データーの消去 


前条に基づき本事項を解除した場合、本法人は本 Web サイト上の BIM ライブラリーから


オブジェクト提供者の BIM オブジェクトを消去することとする。 


 


８．守秘義務 


本法人および乙およびオブジェクト提供者は、BIM オブジェクトの提供に関して知り得た


相手方の業務上の秘密を、本事項の有効期間および本事項解除後も第三者に漏らし、または


利用してはならない。 


 


９．アクセスの監視 


１） 当 Web サイトのサイト事業者（以下当サイト事業者という）は、BIM オブジェクトに


対するアクセス情報を収集し、定期的に本法人に指定された形式のレポートデータと


して知らせるものとする。 


 


２） 当サイト事業者は、BIM オブジェクトに対し、ユーザーが不正に更新または書き込み


をした場合、または不明なユーザーが BIM ライブラリーにアクセスした場合は、速や


かにその事実を本法人に知らせると共に、そのユーザーのアクセスを拒否するなど適


切な措置をとるものとする。 


 


１０．Web サイトの定期点検とデータバックアップ 


１）本法人は、ユーザーが当 Web サイトを継続的に利用できるため、当 Web サイトの一時


停止による定期点検を行うものとする。その定期点検を行うときには、事前にユーザー


に知らせるものとする。 


 


２）当サイト事業者は、Web サイトが機能不全になる場合に備え、BIM ライブラリーおよ


びメニューのバックアップを適宜取るものとする。バックアップには追加分のバック


アップを含むものとするが、少なくとも一年に一回は全部のバックアップを取るもの


とする。 
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１１．知的所有権の所在 


１）ユーザーは、BIM オブジェクトには著作権を含む知的財産権が当法人または原データ


提供者にあることを承知の上で利用するものとする。 


 


２）ユーザーが、BIM オブジェクトを内包する BIM データを第三者に提供する際には、


BIM オブジェクトの内包事実と知的財産権の所在も合わせて第三者に確実に知らせる


ものとする。 


 


１２．不具合データの修正・更新 


１）ユーザーおよびオブジェクト提供者が BIM ライブラリーの BIM オブジェクトの内容


に不適切な部分を見つけた際には、その事実を本法人にすみやかに知らせるものとす


る。 


 


１３．禁止事項 


本法人は、ユーザーがBIMライブラリーの使用に際して以下の行為を行うことを禁止する。 


イ）データの無断改変・修正・コピーなど、知的財産権の侵害行為 


ロ）ダウンロードした複数の BIM オブジェクトを、無断で別途に立ち上げて、Web サイト


を介して第三者に有償または無償で提供する行為 


ハ）当 Web サイトに対し、無断で不正なデータ、虚偽情報や不正なプログラムを書き込む


行為 


ニ）当法人または乙を誹謗中傷する行為 


ホ）法律、条例などに反する行為 


ヘ）その他、公序良俗に反する行為 


 


１４．免責 


１）当法人は、当 Web サイトやネットワークの不具合およびこれに起因すると思われる事


由で BIM ライブラリーを乙が使用できなくなった場合、これに起因して乙が被った被


害に対し責任を負わない。 


 


２）乙は、BIM オブジェクトを使用する際に注意を払って使うものとする。万一、BIM オ


ブジェクトの内容が不適切であった場合も、当法人は乙および乙から BIM データの提


供を受けた第三者に対しても、乙は甲に対し責任を問わない。 


 


１５．個人情報 


当法人および乙およびオブジェクト提供者および当サイト事業者は、当 Web サイト利用に
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関連して相手方から入手した個人情報（個人情報保護法 2 条 1 項に定められたものをいう。


以下、「個人情報」という）について、当 Web サイト利用の目的の範囲で取り扱うものとし、


その他の目的には使用しない。 


 


１６．規約の変更 


当法人は、必要に応じ本事項の修正を行うことができる。その修正の事実を乙およびオブジ


ェクト提供者および当サイト事業者に知らせるものとする。 


 


１７．損害賠償 


乙が BIM ライブラリーの使用に際し、当法人に被害を与えたことが明らかな場合は、その


損害を賠償するものとする。 


 


１８．協議 


本事項に定めのない事項および各条項の解釈に疑義が生じた場合は、本法人と乙およびオ


ブジェクト提供者および当サイト事業者は誠意をもって協議し、その問題を解決するもの


とする。 


 


１９．裁判管轄 


本事項に関し裁判上の紛争が生じたときには、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄


裁判所とする。 


以上 
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資料 運１１－６ 


                  03192018事務局 


BIMオブジェクト利用規約（案）その２ 


 


 


BIMライブラリーコンソーシアム（以下、甲という）が提供する BIMライブラリーを利用


する企業、団体、教育機関（以下、乙という）は以下の規約を守るものとする。 


 


 


第〇条 利用の範囲 


１）ユーザーは、BIMライブラリーから必要な BIMオブジェクトをダウンロードし、自身 


が作成する BIMデータ内で使用することができる。 


２）ユーザーはダウンロードした BIMオブジェクトを自身の業務に必要な範囲に限りコピ


ーすることができる。 


３）ユーザーは、BIMオブジェクトを甲に無断で修正して使用することはできない。 


ただし、パラメータ付きの BIMオブジェクトでは、その許容されたパラメータ値を使


用した BIMオブジェクトの利用は認められる。 


 


第〇条 不具合データの修正・更新 


１）乙がBIMライブラリーのBIMオブジェクトの内容に不適切な部分を見つけた際には、


その事実を甲にすみやかに知らせるものとする。  


２）甲は、甲自身または乙が見つけた BIMオブジェクトの不適切部分を検証し、修正が必


要と判断した場合は、その修正結果をもってBIMライブラリーを更新するものとする。 


３）BIM オブジェクトの原データの提供者が、その製造する製品の改廃などにより原デー


タを修正した場合も、甲は修正された BIMオブジェクトの提供を受け更新するものと


する。 


４）BIM ライブラリーが更新された場合は、甲はその事実を乙に知らせるとともに一定期


間Webサイトに掲示するものとする。 


 


第〇条 期間 


本契約の有効期間は締結日より一年間とする。ただし、当該期間満了日の一ヶ月前までに相


手方に対し書面による通知が無い場合は、同一内容をもって期間を一年間延長するものと


し、以降も同様とする。 


 


なお、その他平成＊年＊月＊日付け基本規約事項も順守するものとする。 


以上 








  資料 運 11-７ 
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03192018 事務局 


BIM オブジェクト作成・利用契約（案）（主として対ベンダー）その２ 


 


一般社団法人 BIM ライブラリー協議会（仮称：以下、甲と称する）と〇〇株式会社（以


下、乙と称する）は、乙が作成した BIM オブジェクトを甲に提供するに際して以下の契約を


結ぶものとする。 


 


第〇条 提供準備 


１）乙は、自身のソフトウェアで使用できる BIM オブジェクトを甲の指定する形式に沿う


ように作成または修正して提供するものとする。また、この BIM オブジェクトを自身


のソフトウェアに組み込むこともできる。  


２）乙は自身の BIM オブジェクトをユーザーが検索しやすくするため、甲の指定する形式


に基づいた検索データを BIM オブジェクトとは別に作成するものとする。 


３）乙は、甲が所有する BIM オブジェクトの検査ソフトを使って、作成または修正した BIM


オブジェクトを検査するものとする。  


４）乙は、BIM オブジェクトまたは検索データを甲の指定する形式で作成する際に問題が生


じ解決が難しい場合は、その問題内容を甲に明示し、可能であれば修正案も提示するも


のとする。 


 


第〇条 提供方法  


乙は甲に対し BIM オブジェクトと検索データを提供するに際し、以下のどちらかの方法を


取るものとし、甲にその方法を知らせるものとする。 


１）BIM オブジェクトおよび検索データを甲に提供し、甲の Web サイト上にどちらも置く。 


２）BIM オブジェクトは乙の Web サイトにおき、検索データのみを甲の Web サイト上に置


く。この場合、乙のオブジェクトは甲の Web サイトを経由して乙の Web サイトからア


クセスされる。 


 


第〇条 責任範囲 


乙は甲に提供した BIM オブジェクトの瑕疵に起因して、ユーザーが損害を受けたとしても


責任を負わない。また甲もユーザーの損害に対する責任を負わない。甲は、ユーザーに対す


る規約にこの免責事項を含むものとする。 


 


第〇条 期間 


本契約の有効期間は締結日より三年間とする。ただし、当該期間満了日の一ヶ月前までに相


手方に対し書面による通知が無い場合は、同一内容をもって期間を一年間延長するものとし、


以降も同様とする。 


 


なお、その他平成＊年＊月＊日付け基本規約事項も順守するものとする。 
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資料 運 11―８ 


03192018 事務局 


BIM オブジェクト提供契約（案）（主として対メーカー）その２ 


 


一般社団法人 BIM ライブラリー協議会（仮称：以下、甲と称する）と〇〇株式会社（以


下、乙と称する）は、乙が作成した BIM オブジェクトを甲に提供するに際して以下の契約


を結ぶものとする。 


 


 


第〇条 提供準備 


１）乙は、自身の提供する BIM オブジェクトを甲の指定する形式に沿うように作成または


修正するものとする。 


２）乙は自身の BIM オブジェクトをユーザーが検索しやすくするため、甲の指定する形式


に基づいた検索データを BIM オブジェクトとは別に作成するものとする。 


３）甲は、乙の提供する予定の BIM オブジェクトが甲の指定する形式に合致しているかど


うかをユーザーに提供する前に検査する事ができ、その合否を乙に知らせるものとす


る。 


４）前項に先立ち、乙は甲に対し、甲の検査方法を使って合否を自身で判定する手段を乙


に提供する様に要望する事ができる。 


５）乙は、BIM オブジェクトまたは検索データを甲の指定する形式で作成する際に問題が


生じ解決が難しい場合は、その問題内容を甲に明示し、可能であれば修正案も提示す


るものとする。 


 


第〇条 提供方法  


乙は甲に対し BIM オブジェクトと検索データを提供するに際し、以下のどちらかの方法


を取るものとし、甲にその方法を知らせるものとする。 


１）BIM オブジェクトおよび検索データを甲に提供し、甲の Web サイト上にどちらも置


く。 


２）BIM オブジェクトは乙の Web サイトにおき、検索データのみを甲の Web サイト上に


置く。この場合、乙のオブジェクトは甲の Web サイトを経由して乙の Web サイトか


らアクセスされる。 


 


第〇条 責任範囲 


乙は甲に提供した BIM オブジェクトの瑕疵に起因して、ユーザーが損害を受けたとして


も責任を負わない。また甲もユーザーの損害に対する責任を負わない。甲は、ユーザーに


対する規約にこの免責事項を含むものとする。 
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第〇条 期間 


本契約の有効期間は締結日より三年間とする。ただし、当該期間満了日の一ヶ月前までに


相手方に対し書面による通知が無い場合は、同一内容をもって期間を一年間延長するもの


とし、以降も同様とする。 


 


なお、その他平成＊年＊月＊日付け基本規約事項も順守するものとする。 


 


以上 
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資料 運１１-９ 


03192018 事務局 


BIM ライブラリー構築・運用契約（案）その２ 


 


一般社団法人 BIM ライブラリー協議会（仮称：以下、甲と称する）と〇〇株式会社（以


下、乙と称する）は、甲が BIM オブジェクトを乙の Web サイト（以下、乙 Web サイトと


称する）を経由してユーザーへ提供するにあたり、甲が乙に委託する業務に関して、以下


の契約を結ぶものとする。 


 


 


第〇条 委託する業務と確認 


１）乙は、甲が企図した乙 Web サイト上のメニューおよび BIM ライブラリーを甲と協議


の上で構築する業務、および BIM オブジェクトの BIM ライブラリーへの初期登録業


務を、甲から委託され受託する。この際、乙はまず協議に基づき仕様書を作成するも


のとする。乙は自身が以前から所有していた Web サイト上の機能を基にしてメニュ


ーおよび BIM ラリブラリーを構築することもできるが、甲にその範囲と内容を事前


に伝えるものし、仕様書にも明示するものとする。 


２）乙は、構築されたメニューおよび BIM ライブラリーを甲およびユーザーが使用できる


環境を契約期間の間、維持する業務を甲から委託され受託する。この期間中に BIM オ


ブジェクトを BIM ライブラリーに登録または変更する業務は、原則として甲または


ユーザーが行うものとする。 


３）甲は委託期間の間に、BIM ライブラリーの維持に必要なソフトを乙に提供することが


ある。この場合、乙は乙 Web サイト上でそのソフトをユーザーが使用できる機能を設


定するものとする。 


４）乙は第二項の業務期間中に、ユーザーの BIM ライブラリーの検索の際に、乙 Web サ


イト上のメニューを経由してユーザーのアクセスが BIM オブジェクトを提供する会


社のサイトへ及ぶ事がある事、およびそのための機能を初期構築の際に付加する事を


承諾するものとする。 


５）万一、契約が解除された場合には、乙は甲に対して、６０日以内に仕様書および BIM


ライブラリーおよびメニューのバックアップを甲が読み取れる形式で渡すものとする。 


６）乙は、甲から委託された業務を第三者に再委託してはならない。  


 


第〇条 報酬 


１）甲は乙に対し、初期の環境構築費用として、〇〇〇万円を完了時までに契約時と業務


完了時の２回に分けて支払うものとする。甲は、乙から業務が完了した旨の連絡を受


けた後、メニューおよび BIM ライブラリーが甲の企図した通りに構築されたか確認


するものとする。 
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２）甲は、乙に対し、BIM ライブラリーWeb サイトの維持管理費用として、年〇〇〇万円


を半年毎に、双方で合意した月の月末までに支払うものとする。 


３）BIM ライブラリーWeb サイト内の BIM ライブラリー容量が当初予定した容量を大き


く超えた際は、甲乙は協議の上で前項の費用を見直すものとする。  


 


第〇条 管理者 


 乙は、甲の委託した第〇条の業務を実行するにあたり、業務の管理者（以下、管理者と


称する。）を決め、甲に知らせるものとする。管理者は甲からの問い合わせ、および業務遂


行上の問題確認とその解決に責任を持ってあたることとする。 


 


第〇条 ユーザー 


１）甲は、乙に対し新規ユーザーに関する情報を、適宜知らせるものとし、乙はその 


ユーザーが BIM ライブラリーをアクセスできる様に計らうものとする。  


２）BIM ライブラリーに関するユーザーの権利は、甲が提供する情報に基づき乙は以下の


どれかに設定するものとする。 


 イ）BIM ライブラリー上のすべてのオブジェクトの検索と読み取り 


ロ）BIM ライブラリー上のすべてのオブジェクトの検索と読み取り、更新、書き込み 


 ハ）自身の提供する BIM オブジェクトに対する検索と読み取り、更新、書き込み、また


は提供した以外の BIM オブジェクトの検索と読み取り 


 


第〇条 Web サイトのダウン対策 


１）乙は、BIM ライブラリーの Web サイトが機能不全になる場合に備え、BIM ライブラ


リーおよびメニューのバックアップを適宜取るものとする。バックアップには追加分


のバックアップを含むものとするが、少なくとも一年に一回は全部のバックアップを


取るものとする。 


２）通常の運用時に万一、BIM ライブラリーの Web サイトがダウンした場合は、速やか


に甲にその事実を知らせると共に、早急な復旧に努めるものとする。  


３）地震、天災などやむを得ない事情により、Web サイトがダウンした場合は、早期復旧


に向け甲と乙は相談して対応するものとする。 


 


第〇条 契約の解除 


１）甲または乙は以下の事由に基づき本契約を解除できるものとする。  


イ）甲が BIM ライブラリー提供の運営を断念し、その承継者が見つからない場合。 


ロ）甲および乙が、本契約の続行が不可能と認める契約違反など相当の事由がある場合。 


２）契約解除が年度途中である場合、維持管理委託費用を月割りした残額を甲乙双方で相


談の上、解約金または違約金を含んで精算するものとする。 


３）乙が事業内容の変更、倒産などの事由により本契約を実行できなくなった場合には、
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乙は遅滞なく、第〇条第一項で指定されたバックアップを甲に提供するものとする。 


 


第〇条 期間 


本契約の有効期間は締結日より三年間とする。ただし、当該期間満了日の一ヶ月前まで


に相手方に対し書面による通知が無い場合は、同一内容をもって期間を一年間延長するも


のとし、以降も同様とする。 


 


なお、その他平成＊年＊月＊日付け基本規約事項も順守するものとする。 


 


以上 


 








◆◆◆◆◆◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 


ＢＩＭライブラリ－コンソ－シアム平成 30年度 第 1 回定時総会開催のお知らせ 


開催日：平成 30年 5月 21日（月） 


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◆◆◆◆◆ 


会員各位 


拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 


さて、この度下記のとおりＢＩＭライブラリ－コンソ－シアムの平成 30 年度第 1 回定時総会を開催いたします。 


ご多用のところ誠に恐縮ではございますが、万障お繰り合わせの上ご出席いただきますようご案内申し上げます。 


会員皆様のご出席をお待ちしております。 


なお、定時総会の出欠席につきましては、別添メール等で出欠確認のご連絡をいたします。 


よろしくお願い申し上げます。 


敬具 


 


記 


 


 


【平成 30年度 第 1回定時総会】 


[日時]  ：平成 30 年 5月 21 日（月） 14：00～（受付 13：30より） 


[場所]  ：ＴＤＢ（東京ダイヤビルディング）ホール・・・別添案内図参照 


      東京都中央区新川 1－28－23 東京ダイヤビル 5号館 1F 


   [式次第]： 


１． 開会 


２. BIMライブラリーコンソーシアム代表挨拶 


３．議事録署名人の選出 


４．議事 


  1）各部会の平成 29年度活動報告・平成 30年度活動方針【各部会長より】 


  2）平成 29 年度 決算報告等の審議 


         第 1号議案：平成 29年度 決算（案） 


       3）平成 30年度業務方針、業務計画、予算の審議 


         第 2号議案：平成 30年度業務方針及び業務計画（案） 


         第 3号議案：平成 30年度 予算（案） 


       4）事務局より事務連絡等 


          


５．閉会 


 


     [イベント等]：調整中 


 


 


 


 


 


 







 


 


 


【案内図】 


 


[総会]：ＴＤＢ（東京ダイヤビルディング）ホール 


        東京都中央区新川 1－28－23 東京ダイヤビル 5 号館 1F 


          http://www.dbtec.co.jp/service/conferenceroom/tdbhall.html#anc01 


[最寄駅]： 東京メトロ 「茅場町駅」 東西線  3 番出口 徒歩 10分 


日比谷線  1 番出口 徒歩 8分 


JR 京葉線 「八丁堀駅」 B4 番出口 徒歩 8 分  


      


                                                       


問合せ先：（一財）建築保全センター内 BIM ライブラリーコンソーシアム事務局 


                           担当：池田、山中、水澤 


bim＠bmmc.or.jp  Tel 03-3553-0070  Fax 03-3553-6767 



http://www.dbtec.co.jp/service/conferenceroom/tdbhall.html#anc01



